
◎食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売

市場法の一部を改正する法律 
（令和七年六月一八日法律第六九号）   

一、提案理由（令和七年四月一七日・衆議院農林水産委員会） 

○江藤国務大臣 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法

の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げ

ます。 

 生産資材、原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現するため

には、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成を促進するとともに、農林漁業と

食品産業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動を促進す

ることが必要であります。 

 このため、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促

進と食品等の取引の適正化のための措置を強化するため、この法律案を提出した次第で

あります。 

 次に、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。 

 まず、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律で

あります。 

 第一に、法律名を食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活

動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に改めます。 

 第二に、食品等事業者が、農林漁業者との連携強化を図る取組などを行おうとする場

合には、これらの計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受け

た食品等事業者には、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例などの措置を講ず

ることとしております。 

 第三に、農林水産大臣は、取引の相手方から持続的な供給に要する費用等の考慮を求

める事由を示して取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に協議に応ずることな

どの飲食料品等事業者等の努力義務を定めます。また、これらの措置に関し、判断の基

準となるべき事項を定め、当該基準に照らして必要に応じ、指導及び助言、勧告及び公

表などの措置を講ずることとしています。また、指定飲食料品等を対象に、農林水産大

臣は、その持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成、公表などを行う

団体を認定できることとしております。 

 次に、卸売市場法の一部改正であります。 

 中央卸売市場及び地方卸売市場において、その開設者が、指定飲食料品等の持続的な

供給に要する費用に関して参照すべき指標などを公表することとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び主な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院農林水産委員長報告（令和七年五月一五日） 



○御法川信英君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、生産資材、原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現

するため、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成の促進と、農林漁業と食品産

業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動の促進に係る措

置を強化するものであります。 

 本案は、去る四月十七日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会

に付託されました。 

 本委員会においては、同日江藤農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し、二十三日から

質疑に入り、五月八日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、十三日質

疑を終局いたしました。質疑終局後、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月一三日） 

 生産資材・原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現するため

には、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成を促進するとともに、農林漁業者

と食品産業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動を促進

することが重要である。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 肥料・飼料費、人件費、輸送費等の生産・流通コストが上昇する中、我が国の食料

システム全体の持続性の確保が図られる食品等の価格形成を実現するため、持続的な

供給に要する費用の明確化と取引におけるこれらの費用の考慮について、生産・加

工・流通・小売・消費等の食料システムの幅広い関係者の合意形成と理解醸成が図ら

れるよう、必要な取組を推進すること。 

二 持続的な供給に要する費用が考慮される価格形成の実現に向けては、消費者も納得

する生産性向上や付加価値向上の取組が生産・加工・流通・販売の各段階において不

断に重ねられていくことが重要であることを踏まえ、こうした取組の促進のために必

要な施策を十分に講じること。 

三 指定飲食料品等については、認定指標作成等団体が公表するコスト指標を活用した

取引の適正化の必要性等を踏まえ、食料・農業・農村政策審議会等での議論を経て、

順次対象品目を定めること。特に、現在食料システムの関係者が一堂に会して協議が

進められている米、野菜、飲用牛乳、豆腐・納豆については検討を速やかに進め、対

象品目として定めること。 

四 持続的な食料供給の実現を図るためには、持続的な供給に要する費用の考慮や納品



期限の緩和を始めとする持続的な供給に資する商習慣の見直しを進めることが重要で

あることから、こうした取組が食料システムの幅広い関係者において実施されるよう、

食品等取引実態調査をきめ細かく行い、実態を把握した上で、農林漁業者や食品等事

業者に対する指導・助言等を適切に実施すること。 

五 国際的な原材料調達競争の激化に対応する国内農林漁業者と食品産業との間の安定

的な取引関係の確立、環境負荷の軽減等の食品等事業者による持続的な食料供給の実

現に向けた取組が促進されるよう、本法に基づく計画認定制度について、関係者への

制度の周知などを積極的に進め、十分に活用されるよう努めること。 

六 持続的な供給に要する費用の考慮や商習慣の見直しには、消費者の理解が必要不可

欠となることから、本法で措置されている食品等事業者による消費者選択支援事業活

動や、国による普及啓発活動等の実施などを通じ、官民一体で消費者の理解醸成に努

めること。 

七 食品等取引実態調査や、事業者からの相談窓口での対応等を確実に進めるために必

要となる地方農政局を含む国の組織・人員体制の整備を図るとともに、公正取引委員

会、中小企業庁等との連携を密にし、関係省庁一体となって本法に基づく措置等の適

正な執行を図ること。 

八 食品等の価格上昇の影響をより大きく受ける生活困窮者や子ども食堂等に対する支

援については、必要な食料が円滑に入手できるよう、関係省庁が密接に連携して取り

組むこと。 

九 カーボンプライシングの本格導入に当たり、農業、漁業及び食品産業への影響を注

視するとともに、関係省庁が密接に連携して適切な措置を講じること。 

 右決議する。 

三、参議院農林水産委員長報告（令和七年六月一一日） 

○舞立昇治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、食品等の持続的な供給を実現するため、食品等事業者による事業活動の

促進と食品等の取引の適正化のための措置を強化しようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、持続的な食

料供給の実現と消費者理解の醸成、商慣習の見直しの重要性、適切なコスト指標の在り

方等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年六月一〇日） 

 生産資材・原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現するため



には、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成を促進するとともに、農林漁業者

と食品産業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動を促進

することが重要である。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 肥料・飼料費、人件費、輸送費等の生産・流通コストが上昇する中、我が国の食料

システム全体の持続性の確保が図られる食品等の価格形成を実現するため、持続的な

供給に要する費用の明確化と取引におけるこれらの費用の考慮について、生産・加

工・流通・小売・消費等の食料システムの幅広い関係者の合意形成と理解醸成が図ら

れるよう、必要な取組を推進すること。 

二 持続的な供給に要する費用が考慮される価格形成の実現に向けては、消費者も納得

する生産性向上や付加価値向上の取組が生産・加工・流通・販売の各段階において不

断に重ねられていくことが重要であることを踏まえ、こうした取組の促進のために必

要な施策を十分に講じること。 

三 指定飲食料品等については、認定指標作成等団体が公表するコスト指標を活用した

取引の適正化の必要性等を踏まえ、食料・農業・農村政策審議会等での議論を経て、

順次対象品目を定めること。特に、現在食料システムの関係者が一堂に会して協議が

進められている米、野菜、飲用牛乳、豆腐・納豆については検討を速やかに進め、対

象品目として定めること。 

四 持続的な食料供給の実現を図るためには、持続的な供給に要する費用の考慮や納品

期限の緩和を始めとする持続的な供給に資する商習慣の見直しを進めることが重要で

あることから、こうした取組が食料システムの幅広い関係者において実施されるよう、

食品等取引実態調査をきめ細かく行い、実態を把握した上で、農林漁業者や食品等事

業者に対する指導・助言等を適切に実施すること。 

五 国際的な原材料調達競争の激化に対応する国内農林漁業者と食品産業との間の安定

的な取引関係の確立、環境負荷の軽減等の食品等事業者による持続的な食料供給の実

現に向けた取組が促進されるよう、本法に基づく計画認定制度について、関係者への

制度の周知などを積極的に進め、十分に活用されるよう努めること。 

六 持続的な供給に要する費用の考慮や商習慣の見直しには、消費者の理解が必要不可

欠となることから、本法で措置されている食品等事業者による消費者選択支援事業活

動や、国による普及啓発活動等の実施などを通じ、官民一体で消費者の理解醸成に努

めること。 

七 食品等取引実態調査や、事業者からの相談窓口での対応等を確実に進めるために必

要となる地方農政局を含む国の組織・人員体制の整備、強化を図るとともに、公正取

引委員会、中小企業庁等との連携を密にし、関係省庁一体となって本法に基づく措置

等の適正な執行を図ること。 

八 食品等の価格上昇の影響をより大きく受ける生活困窮者や子ども食堂等に対する支



援については、必要な食料が円滑に入手できるよう、関係省庁が密接に連携して取り

組むこと。 

九 カーボンプライシングの本格導入に当たり、農業、漁業及び食品産業への影響を注

視するとともに、関係省庁が密接に連携して適切な措置を講じること。 

  右決議する。 

 


